
議案第93号

つくば市無電柱化条例について

上記の議案を次のとおり提出する。

平成28年８月31日

つくば市長 市 原 健 一

つくば市無電柱化条例

（目的）

第１条 この条例は，電線類を地下に埋設することによる無電柱化を図り，もって

都市の防災機能の向上，安全かつ円滑な交通の確保及び景観の整備に資すること

を目的とする。

（定義）

第２条 この条例において，次の各号に掲げる用語の意義は，当該各号に定めると

ころによる。

(1) 電線類 電気事業法（昭和39年法律第170号）第２条第１項第18号に規定する

電気工作物のうち配電のために設置する電線路及び電気通信事業法（昭和59年

法律第86号）第２条第２号に規定する電気通信設備のうち電気通信を行うため

の線路をいう。

(2) 内線 道路以外の土地にある電気事業法第２条第１項第17号に規定する電気

事業者又は電気通信事業法第２条第５号に規定する電気通信事業者以外の者が



所有する電線類で，電気使用場所相互間又は電気通信事業法第２条第２号に規

定する電気通信設備のうち電気通信を行うための機械若しくは器具相互間のも

のをいう。

(3) 開発行為 都市計画法（昭和43年法律第100号）第４条第12項に規定する開発

行為をいう。

(4) 道路 道路法（昭和27年法律第180号）第２条第１項に規定する道路をいう。

（無電柱化区域における義務）

第３条 別図に掲げる区域（以下「無電柱化区域」という。）において電線類の敷

設を要請しようとする者は，電柱を設置することなく，電線類を地下に埋設する

ことにより敷設するための管路その他の規則で定める設備を整備し，及び電線類

を敷設する者に対し，費用（電柱を設置することなく，電線類を地下に埋設する

ことにより敷設するために必要な費用のうち規則で定める費用に限る。）を負担

しなければならない。ただし，次の各号のいずれかに該当する場合は，この限り

でない。

(1) 電線類を敷設する区域において，電柱を設置することなく，電線類を地下に

埋設することにより敷設することが技術的に困難な場合

(2) 工事等により電線類又は電柱を一時的に使用する場合

(3) その他市長がやむを得ないと認める場合

２ 無電柱化区域において自ら内線を敷設しようとする者は，電柱を設置すること

なく，内線を地下に埋設することにより敷設しなければならない。ただし，前項

各号のいずれかに該当する場合は，この限りでない。

３ 前２項の規定は，電柱を設置することなく，電線類を地下に埋設することによ

り敷設するために最低限必要となる電線類又は電柱については，適用しない。

（無電柱化の促進）

第４条 無電柱化区域を除く区域において，次の各号のいずれかに該当する場合は，

電線類の敷設を要請しようとする者は，電柱を設置することなく，電線類を地下



に埋設することにより敷設されるよう努めなければならない。

(1) 敷設する電線類と既設の電線類との接続箇所が既に地下に埋設されている場

合

(2) 都市計画法第７条第１項に規定する市街化区域において，開発行為をする土

地の面積が１ヘクタール以上の開発行為を行う場合

２ 無電柱化区域を除く区域において，前項各号のいずれかに該当する場合は，自

ら内線を敷設しようとする者は，電柱を設置することなく，内線を地下に埋設す

ることにより敷設するよう努めなければならない。

３ 前条第１項ただし書の規定及び同条第３項の規定は，前２項の規定による電線

類の敷設について準用する。

（街灯等の設置）

第５条 無電柱化区域において，開発行為に伴い電線類を地下に埋設する場合であ

って，道路を新設するときは，当該開発行為を行う者は，規則で定めるところに

より当該道路を照らすための街灯その他の照明を設置しなければならない。

２ 無電柱化区域を除く区域において，前条第１項第２号に規定する開発行為に伴

い電線類を地下に埋設する場合であって，道路を新設するときは，当該開発行為

を行う者は，規則で定めるところにより当該道路を照らすための街灯その他の照

明を設置するよう努めなければならない。

（勧告）

第６条 市長は，第３条又は前条第１項の規定に違反し，又は違反するおそれがあ

ると認める者に対し，違反を是正するために必要な措置をとることを勧告するこ

とができる。

（公表）

第７条 市長は，前条の規定による勧告を受けた者が，正当な理由なく当該勧告に

従わないときは，当該勧告に従わない者の氏名及び住所並びに当該勧告の内容を

公表することができる。



２ 市長は，前項の規定により公表しようとするときは，あらかじめ当該公表の対

象となる者に意見を述べる機会を与えなければならない。

（委任）

第８条 この条例の施行に関し必要な事項は，規則で定める。

附 則

（施行期日）

１ この条例は，公布の日から施行する。

（経過措置）

２ この条例の施行の際現に都市計画法第36条第２項の規定による検査済証の交付

がなされていない開発行為（この条例の施行前に同法第29条第１項若しくは第２

項の許可を受けたものに限る。）又は建築基準法（昭和25年法律第201号）第７条

第５項，第７条の２第５項若しくは第18条第18項の規定による検査済証の交付が

なされていない建築物の建築（この条例の施行前に同法第６条第１項若しくは第

６条の２第１項の確認済証の交付又は同法第18条第３項の規定による確認済証の

交付を受けた者に限る。）に係る電線類の敷設については，第３条及び第４条の

規定は，適用しない。

３ この条例の施行の際現に都市計画法第36条第２項の規定による検査済証の交付

がなされていない開発行為（この条例の施行前に同法第29条第１項又は第２項の

許可を受けたものに限る。）に係る道路の新設については，第５条の規定は，適

用しない。
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